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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
手の撮影画像を取得する撮影画像取得部と、
前記撮影画像を用いて、前記手のあらかじめ決められた複数の部位ごとに物質が付着して
いるかどうかに応じてスコアを算出する算出部と、
前記算出部によって算出されたスコアを出力する出力部と、を備えた衛生評価装置。
【請求項２】
衛生状態を高めることが重要である箇所は前記部位の面積が小さくなり、そうでない箇所
は前記部位の面積が大きくなるように、手が複数の部位に分けられている、請求項１記載
の衛生評価装置。
【請求項３】
前記算出部は、ある部位に物質が付着しているかどうかを、当該部位の面積に対する物質
の付着している領域の割合を閾値と比較することによって判断する、請求項１または請求
項２に記載の衛生評価装置。
【請求項４】
前記スコアは、手洗いによって除去できず、前記手に残存している物質の程度に関する値
である、請求項１から請求項３のいずれか記載の衛生評価装置。
【請求項５】
前記スコアは、消毒剤に含まれる物質が前記手に付着している程度に関する値である、請
求項１から請求項３のいずれか記載の衛生評価装置。
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【請求項６】
撮影対象のユーザを識別するユーザ識別子を受け付ける受付部をさらに備え、
前記出力部は、前記スコアと、前記受付部によって受け付けられたユーザ識別子とを対応
付けて出力する、請求項１から請求項５のいずれか記載の衛生評価装置。
【請求項７】
前記撮影画像の撮影時の日時を示す日時情報を取得する日時情報取得部をさらに備え、
前記出力部は、前記スコアと、前記ユーザ識別子と、前記日時情報取得部によって取得さ
れた日時情報とを対応付けて出力する、請求項６記載の衛生評価装置。
【請求項８】
撮影対象のユーザを識別するユーザ識別子を受け付ける受付部と、
前記受付部が受け付けた複数のユーザ識別子によって識別される複数のユーザにそれぞれ
対応するスコアについて統計処理を行う統計処理部と、をさらに備え、
前記出力部は、当該統計処理の結果をも出力する、請求項１から請求項５のいずれか記載
の衛生評価装置。
【請求項９】
請求項１から請求項８のいずれか記載の衛生評価装置が着脱可能に装着される架台と、
前記架台に設けられた光源と、を備え、
前記撮影画像取得部は、前記光源からの光が照射された手の画像を撮影することによって
前記撮影画像を取得する、撮影用架台。
【請求項１０】
前記架台は、前記衛生評価装置が装着される台部と、当該台部に取り付けられた脚部と、
を有しており、
前記台部と前記脚部とによって形成される手の撮影空間は、前記撮影画像取得部が両手を
同時に撮影できる大きさである、請求項９記載の撮影用架台。
【請求項１１】
前記脚部は、前記台部に対して折りたたみ可能に取り付けられている、請求項１０記載の
撮影用架台。
【請求項１２】
請求項９から請求項１１のいずれか記載の撮影用架台と、前記架台に装着される前記衛生
評価装置と、を備えた衛生評価撮影システム。
【請求項１３】
撮影画像取得部と、算出部と、出力部とを用いて処理される衛生評価方法であって、
前記撮影画像取得部が、手の撮影画像を取得する撮影画像取得ステップと、
前記算出部が、前記撮影画像を用いて、前記手のあらかじめ決められた複数の部位ごとに
物質が付着しているかどうかに応じてスコアを算出する算出ステップと、
前記出力部が、前記算出ステップにおいて算出されたスコアを出力する出力ステップと、
を備えた衛生評価方法。
【請求項１４】
コンピュータを、
手の撮影画像を取得する撮影画像取得部、
前記撮影画像を用いて、前記手のあらかじめ決められた複数の部位ごとに物質が付着して
いるかどうかに応じてスコアを算出する算出部、
前記算出部によって算出されたスコアを出力する出力部として機能させるためのプログラ
ム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、手の画像を取得し、手に付着している物質に関するスコアを算出する衛生評
価装置等に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　感染予防のため、手洗いや手の消毒は不可欠である。したがって、そのような衛生行動
を適切に行うことができているかどうかを評価するため、従来、手指に関する衛生行動を
評価する装置が開発されている（例えば、特許文献１参照）。その装置を用いることによ
って、被験者が、適切な手洗い行動などを行ったかどうかを評価することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－２８２４４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記従来例のように、手洗い行動などの衛生行動が適切に行われたかどうかを評価する
ことによって、手指の衛生状態を評価することはできるが、その評価は間接的な評価とな
るため、精度としてはやや低いものとなりうる。例えば、手洗い行動は行ったとしても、
指の間などの汚れが適切に除去できていない場合もありうるからである。
【０００５】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、手の衛生状態のより精度の
高い評価を行うことができる衛生評価装置等を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本発明による衛生評価装置は、手の撮影画像を取得する撮影
画像取得部と、撮影画像を用いて、手に付着している物質に関するスコアを算出する算出
部と、算出部によって算出されたスコアを出力する出力部と、を備えたものである。
　このような構成により、手の撮影画像を用いて、手に付着している物質（例えば、手洗
いが適切にできていない箇所に残存している物質や、消毒剤が適切にすり込まれた箇所に
存在する物質など）に関するスコアを算出することによって、手の衛生状態をより直接的
に評価することができる。その結果、より精度の高い評価が可能になる。
【０００７】
　また、本発明による衛生評価装置では、算出部は、手の面積に対する物質の付着してい
る領域の割合を用いてスコアを算出してもよい。
　このような構成により、手の全体としての衛生状態がよいかどうかを容易に評価するこ
とができる。
【０００８】
　また、本発明による衛生評価装置では、算出部は、手のあらかじめ決められた部位ごと
に物質が付着しているかどうかに応じてスコアを算出してもよい。
　このような構成により、例えば、衛生状態を高めることが重要である手先などについて
適切な部位の設定を行うことによって、感染予防の観点から、より適切な衛生状態の評価
を行うことができるようになる。
【０００９】
　また、本発明による衛生評価装置では、スコアは、手洗いによって除去できず、手に残
存している物質の程度に関する値であってもよい。
　このような構成により、例えば、手洗い前に手にすり込んだ物質が、手洗いによって適
切に除去されているかどうか、すなわち適切な手洗いが行われたかどうかを評価すること
ができる。
【００１０】
　また、本発明による衛生評価装置では、スコアは、消毒剤に含まれる物質が手に付着し
ている程度に関する値であってもよい。
　このような構成により、例えば、消毒剤が手の全体に適切にすり込まれたかどうかを評
価することができる。
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【００１１】
　また、本発明による衛生評価装置では、撮影対象のユーザを識別するユーザ識別子を受
け付ける受付部をさらに備え、出力部は、スコアと、受付部によって受け付けられたユー
ザ識別子とを対応付けて出力してもよい。
　このような構成により、ユーザごとにスコアを管理することができるようになる。
【００１２】
　また、本発明による衛生評価装置では、撮影画像の撮影時の日時を示す日時情報を取得
する日時情報取得部をさらに備え、出力部は、スコアと、ユーザ識別子と、日時情報取得
部によって取得された日時情報とを対応付けて出力してもよい。
　このような構成により、ユーザごとのスコアを、日時ごとに管理することができるよう
になる。そのため、その結果を用いて、例えば、ユーザの手の衛生状態が改善されている
かどうかなどを確認することもできるようになる。
【００１３】
　また、本発明による衛生評価装置では、撮影対象のユーザを識別するユーザ識別子を受
け付ける受付部と、受付部が受け付けた複数のユーザ識別子によって識別される複数のユ
ーザにそれぞれ対応するスコアについて統計処理を行う統計処理部と、をさらに備え、出
力部は、統計処理の結果をも出力してもよい。
　このような構成により、例えば、複数のユーザに関するスコアの平均値等の統計処理の
結果をも出力することができるようになる。
【００１４】
　また、本発明による撮影用架台は、衛生評価装置が着脱可能に装着される架台と、架台
に設けられた光源と、を備え、撮影画像取得部は、光源からの光が照射された手の画像を
撮影することによって撮影画像を取得する、ものである。
　このような構成により、撮影用架台を用いることによって、手の衛生状態の評価を行う
ことができるようになる。例えば、スマートフォンなどの携帯情報端末によって構成され
た衛生評価装置を撮影用架台に装着することによって、手の衛生状態を評価することがで
きるようになる。
【００１５】
　また、本発明による撮影用架台では、架台は、衛生評価装置が装着される台部と、台部
に取り付けられた脚部と、を有しており、台部と脚部とによって形成される手の撮影空間
は、撮影画像取得部が両手を同時に撮影できる大きさであってもよい。
　このような構成により、両手を同時に撮影できるため、片手ずつ撮影する場合と比較し
てより効率よく評価を行うことができるようになる。
【００１６】
　また、本発明による撮影用架台では、脚部は、台部に対して折りたたみ可能に取り付け
られていてもよい。
　このような構成により、例えば、可搬性や収納性に優れた撮影用架台を提供することが
できる。
【００１７】
　また、本発明による衛生評価撮影システムは、撮影用架台と、架台に装着される衛生評
価装置と、を備えたものである。
【００１８】
　また、本発明による衛生評価方法は、撮影画像取得部と、算出部と、出力部とを用いて
処理される衛生評価方法であって、撮影画像取得部が、手の撮影画像を取得する撮影画像
取得ステップと、算出部が、撮影画像を用いて、手に付着している物質に関するスコアを
算出する算出ステップと、出力部が、算出ステップにおいて算出されたスコアを出力する
出力ステップと、を備えたものである。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明による衛生評価装置等によれば、手の撮影画像を用いて、手に付着している物質
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に関するスコアを算出することによって、手の衛生状態をより直接的に評価することがで
き、その結果、より精度の高い評価が可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施の形態１による衛生評価装置の構成を示すブロック図
【図２】同実施の形態による衛生評価装置の動作を示すフローチャート
【図３】同実施の形態における手の部位について説明するための図
【図４】同実施の形態における撮影された手の一例を示す図
【図５】同実施の形態におけるユーザ識別子と日時情報とスコアとの対応の一例を示す図
【図６】同実施の形態におけるユーザごとのスコアの変化の一例を示すグラフ
【図７】本発明の実施の形態２による衛生評価装置の構成を示すブロック図
【図８】同実施の形態による衛生評価装置の動作を示すフローチャート
【図９】本発明の実施の形態３による撮影用架台を示す斜視図
【図１０】同実施の形態による撮影用架台を示す正面図
【図１１】同実施の形態による撮影用架台を示す上面図
【図１２】同実施の形態による撮影用架台と衛生評価装置とを有する衛生評価撮影システ
ムを示す斜視図
【図１３】上記各実施の形態におけるコンピュータシステムの構成の一例を示す図
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明による衛生評価装置について、実施の形態を用いて説明する。なお、以下
の実施の形態において、同じ符号を付した構成要素及びステップは同一または相当するも
のであり、再度の説明を省略することがある。
【００２２】
（実施の形態１）
　本発明の実施の形態１による衛生評価装置について、図面を参照しながら説明する。本
実施の形態による衛生評価装置は、手の画像を取得し、手に付着している物質に関するス
コアを算出するものである。そのスコアによって、手の衛生状態を知ることができるよう
になる。
【００２３】
　図１は、本実施の形態による衛生評価装置１の構成を示すブロック図である。本実施の
形態による衛生評価装置１は、撮影画像取得部１１と、算出部１２と、受付部１３と、日
時情報取得部１４と、出力部１５とを備える。衛生評価装置１は、手の衛生評価のための
専用の装置であってもよく、または、汎用の情報処理装置を手の衛生評価のために用いた
ものであってもよい。実施の形態３では、後者の場合、すなわちスマートフォンなどの携
帯情報端末である衛生評価装置を手の衛生評価に用いる場合について説明する。
【００２４】
　撮影画像取得部１１は、手の撮影画像を取得する。撮影画像取得部１１は、手を撮影す
ることによって撮影画像を取得してもよく、撮影装置７によって撮影された手の撮影画像
を受け取るものであってもよい。本実施の形態では、後者の場合について主に説明する。
その撮影画像は、通常、静止画である。撮影装置７によって動画が撮影される場合には、
その動画に含まれる１つのフレームが、撮影画像であってもよい。撮影対象の手は、両手
であってもよく、片手であってもよい。また、撮影対象の手は、手の平側であってもよく
、手の甲側であってもよく、両方であってもよい。手の全体を評価する観点からは、評価
対象者の両手の表裏（手の平側と手の甲側）が撮影されることが好適である。評価対象者
の両手の表裏の撮影画像は、複数の撮影画像（例えば、２枚の撮影画像や４枚の撮影画像
など）であってもよい。撮影画像取得部１１によって取得された撮影画像は、図示しない
記録媒体において記憶されてもよい。なお、撮影画像取得部１１が撮影画像を取得するタ
イミングは問わない。例えば、受付部１３によって撮影画像の取得の指示が受け付けられ
た場合に、撮影画像取得部１１が撮影画像を取得してもよい。また、撮影画像取得部１１
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は、撮影装置７の撮影領域に手が含まれるようになった場合に、すなわち、評価対象者が
撮影装置７の撮影領域に手を差し出した場合に、撮影画像を取得してもよい。この場合に
は、撮影画像取得部１１は、連続して受け取っている撮影画像のうち、あらかじめ決めら
れた条件を満たした撮影画像を、後段の処理で用いられる撮影画像として取得してもよい
。その条件は、例えば、パターンマッチング等によって、手が検知されることであっても
よい。
【００２５】
　ここで、撮影対象の手について、（１）手洗いの評価を行う場合と、（２）手の消毒の
評価を行う場合とに分けて説明する。
（１）手洗いの評価を行う場合
　評価対象者は、手洗いの前に、特定物質を手の全体にすり込む。その特定物質は、可視
光以外の波長の光（例えば、紫外線など）を反射するものであってもよい。本実施の形態
では、その特定物質が、蛍光物質である場合について主に説明する。その蛍光物質は、紫
外線が照射されると蛍光を発するものであってもよい。その特定物質を手にすり込んだ後
に、評価対象者は、石鹸等を使用して通常どおりに手洗いを行う。そして、撮影装置７に
よって、その手洗い後の手を撮影する。その撮影は、手に付着している特定物質を検知し
やすくするための光が光源６から照射されている状態で行われることが好適である。その
ようにすることで、撮影画像において手に特定物質が付着しているかどうかをより容易に
判断することができるからである。特定物質が、蛍光物質である場合には、光源６は、紫
外線を照射するものであってもよい。紫外線を照射する光源６は、例えば、ブラックライ
トであってもよく、紫外線ランプであってもよく、紫外線ＬＥＤであってもよく、紫外線
を出射するその他の光源であってもよい。本実施の形態では、光源６がブラックライトで
ある場合について主に説明する。（１）の場合には、特定物質の手に残っている程度が少
ないほど、より適切に手洗いを行うことができたことになり、よりよい衛生状態であるこ
とになる。
【００２６】
（２）手の消毒の評価を行う場合
　評価対象者は、特定物質が含まれている消毒剤を手の全体にすり込む。そして、撮影装
置７によって、その消毒後の手を撮影する。その撮影は、（１）と同様に、手に付着して
いる特定物質を検知しやすくするための光が光源６から照射されている状態で行われるこ
とが好適である。特定物質や光源６については、上記（１）に関する説明と同様である。
（２）の場合には、特定物質の手に残っている程度が多いほど、より適切に消毒を行うこ
とができたことになり、よりよい衛生状態であることになる。
【００２７】
　なお、上記（１）（２）において、特定物質は、可視光領域の波長の光において見えな
いものであることが好適である。例えば、評価対象者が医療従事者である場合に、患者等
に違和感を与えないようにするためである。一方、手洗いや消毒などの訓練のための評価
を行う場合には、例えば、特定物質は、可視光領域の波長の光において見えるものであっ
てもよい。その場合には、例えば、光源６は、可視光を照射するものであってもよい。そ
の特定物質は、例えば、単なる色素であってもよく、汚れや細菌等に反応して呈色するも
のであってもよい。後者の場合には、呈色後の色が可視光で見えるものであってもよい。
【００２８】
　算出部１２は、撮影画像を用いて、手に付着している物質に関するスコアを算出する。
その物質は、上述した特定物質のことである。そのスコアは、例えば、手に付着している
物質の程度が多いほど大きい値になるスコアであってもよく、手に付着している物質の程
度が少ないほど大きい値になるスコアであってもよい。上記（１）の場合には、そのスコ
アは、手洗いによって除去できず、手に残存している物質の程度に関する値となる。その
場合には、スコアによって、手に付着している物質の程度の少ないことが示されるほど、
衛生状態がよいことになる。手に付着している物質の程度が少ない場合には、洗い残しが
少ないことになるからである。また、上記（２）の場合には、そのスコアは、消毒剤に含
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まれる物質が手に付着している程度に関する値となる。その場合には、スコアによって、
手に付着している物質の程度の多いことが示されるほど、衛生状態がよいことになる。手
に付着している物質の程度が多い場合には、消毒剤のすり込まれていない領域が少ないこ
とになるからである。
【００２９】
　算出部１２は、例えば、手の面積に対する物質の付着している領域の割合を用いてスコ
アを算出してもよい。より具体的には、算出部１２は、物質の付着している領域の面積を
特定し、その面積を手の面積で割ることによってスコアを算出してもよい。この場合には
、スコアは、例えば、０から１までの実数となってもよい。算出部１２は、例えば、輪郭
検出や、肌色検出、パターンマッチング等によって撮影画像における手の領域を検出し、
その領域の面積を計算することによって手の面積を算出してもよい。また、算出部１２は
、輝度や明度、色相、彩度などの１以上の値を、あらかじめ決められた閾値と比較するこ
とによって、撮影画像において、物質の付着している箇所とそうでない箇所とを区別する
ようにしてもよい。その区別は、例えば、撮影画像の画素ごとに行われてもよく、隣接す
る複数の画素（例えば、２×２の４画素や、３×３の９画素等）ごとに行われてもよい。
隣接する複数の画素ごとに、物質の付着している箇所とそうでない箇所との区別が行われ
る場合には、例えば、その複数の画素において、閾値以上の画素に物質が付着していると
きに、その複数の画素に物質が付着していると判断されてもよい。その閾値は、例えば、
隣接する複数の画素における半分の画素数であってもよく、それ以外の画素数であっても
よい。また、隣接する複数の画素ごとに、物質の付着している箇所とそうでない箇所との
区別が行われる場合には、例えば、その複数の画素に関する輝度や明度、色相、彩度など
の１以上の平均値を、閾値と比較することによって物質が付着しているかどうかが判断さ
れてもよい。
【００３０】
　また、算出部１２は、例えば、手のあらかじめ決められた部位ごとに物質が付着してい
るかどうかに応じてスコアを算出してもよい。そのスコアは、例えば、物質が付着してい
る部位の個数であってもよく、物質が付着していない部位の個数であってもよい。手の部
位は、例えば、図３で示されるようにあらかじめ決められていてもよい。図３では、右手
の表裏が、Ａ１からＡ３６までの３６の部位に分けられている。同様にして、左手の表裏
も、Ａ３７からＡ７２までの３６の部位に分けられていてもよい。各部位を決める際には
、手先や指の間などのように、衛生状態を高めることが重要である箇所については、面積
が小さくなるように部位を決定し、そうでない箇所については、面積が大きくなるように
部位を決定してもよい。そのようにすることによって、スコアにおいて、衛生状態を高め
ることが重要である箇所の重みを高めることができ、重要な箇所が、適切な衛生状態にな
っているかどうかを評価することができるようになる。また、部位に応じた重みが設定さ
れている場合には、算出部１２は、重み付け加算を行うことによって、スコアを算出して
もよい。例えば、指先などの衛生状態を高めることが重要である箇所については、スコア
への影響が大きくなるように重みが設定されてもよい。なお、ある部位に物質が付着して
いるかどうかについては、算出部１２は、例えば、その部位の面積に対する物質の付着し
ている領域の割合を閾値（例えば、５割や６割など）と比較することによって判断しても
よい。例えば、閾値以上の割合の領域に物質が付着している部位については、算出部１２
は、その部位に物質が付着していると判断してもよい。
【００３１】
　ここで、算出部１２が、撮影画像に含まれる手の画像において、あらかじめ決められた
複数の部位（例えば、図３で示されるＡ１からＡ３６までの部位など）に対応する領域を
特定する方法について、簡単に説明する。算出部１２は、例えば、撮影画像に含まれる手
の画像の輪郭を抽出し、あらかじめ部位が決められている図３等の手の形状を、抽出した
手の輪郭に合うように変換し、その変換後の境界の位置（例えば、図３で示される破線の
位置）によって、手の画像において、あらかじめ決められた複数の部位に対応する領域を
特定してもよい。また、あらかじめ決められた複数の部位が、特徴点を用いて決められて
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いる場合には、算出部１２は、撮影画像に含まれる手の画像において、特徴点の抽出を行
い、その抽出した特徴点を用いて、あらかじめ決められた複数の部位に対応する領域を特
定してもよい。また、あらかじめ決められた部位が、例えば、指の先端側の２０％の領域
、指の根本側の８０％の領域などのように決められている場合には、算出部１２は、パタ
ーンマッチング等によって各指の領域などを特定し、その領域において、あらかじめ決め
られた領域を特定するようにしてもよい。なお、２０％等の割合は、面積に関する割合で
あってもよい。また、算出部１２は、その他の方法によって、撮影画像に含まれる手の画
像における、あらかじめ決められた複数の部位に対応する領域を特定してもよい。
【００３２】
　受付部１３は、撮影対象のユーザを識別するユーザ識別子を受け付ける。撮影対象のユ
ーザとは、厳密には、撮影対象の手を有するユーザのことである。そのユーザは、評価対
象者である。なお、受付部１３によって受け付けられたユーザ識別子と、撮影画像との対
応付けが分かるようにユーザ識別子が受け付けられることが好適である。例えば、ユーザ
識別子が受け付けられた後に、そのユーザ識別子で識別されるユーザの手が撮影されるこ
とによって、ユーザ識別子と、撮影画像とを紐付けることができるようになってもよい。
受付部１３は、例えば、複数のユーザ識別子における一のユーザ識別子の選択を受け付け
ることによって、ユーザ識別子を受け付けてもよい。一人のユーザのみが衛生評価装置１
を使用する場合などにおいて、受付部１３は、例えば、図示しない記録媒体で記憶されて
いるユーザ識別子を読み出すことによって受け付けてもよい。ユーザ識別子は、例えば、
ユーザの氏名であってもよく、ユーザの電話番号であってもよく、ユーザを識別可能なそ
の他の情報であってもよい。また、受付部１３は、ユーザ識別子以外をも受け付けてもよ
い。例えば、受付部１３は、撮影画像の取得の指示を受け付けてもよい。
【００３３】
　受付部１３は、例えば、入力デバイス（例えば、キーボードやマウス、タッチパネルな
ど）から入力された情報を受け付けてもよく、有線または無線の通信回線を介して送信さ
れた情報を受信してもよく、所定の記録媒体（例えば、光ディスクや磁気ディスク、半導
体メモリなど）から読み出された情報を受け付けてもよい。なお、受付部１３は、受け付
けを行うためのデバイス（例えば、モデムやネットワークカードなど）を含んでもよく、
または含まなくてもよい。また、受付部１３は、ハードウェアによって実現されてもよく
、または所定のデバイスを駆動するドライバ等のソフトウェアによって実現されてもよい
。
【００３４】
　日時情報取得部１４は、撮影画像の撮影時の日時を示す日時情報を取得する。なお、日
時情報は、撮影時の厳密な日時を示すものであってもよく、または、撮影時に近い日時を
示すものであってもよい。日時情報取得部１４は、例えば、撮影画像から日時情報を取得
してもよく、図示しないカレンダー部や時計部から日時情報を取得してもよい。前者の場
合には、撮影画像のヘッダ等に撮影日時が含まれており、日時情報取得部１４が、その撮
影日時を示す日時情報を撮影画像から読み出すことによって取得してもよい。また、カレ
ンダー部等から日時情報が取得される場合には、撮影画像取得部１１による撮影画像の取
得時点と、日時情報の取得時点とが近くなるように日時情報の取得が行われることが好適
である。本実施の形態では、日時情報取得部１４が図示しないカレンダー部や時計部から
日時情報を取得する場合について主に説明する。
【００３５】
　出力部１５は、算出部１２によって算出されたスコアを出力する。ここで、この出力は
、例えば、表示デバイス（例えば、液晶ディスプレイなど）への表示でもよく、所定の機
器への通信回線を介した送信でもよく、プリンタによる印刷でもよく、スピーカによる音
声出力でもよく、記録媒体への蓄積でもよく、他の構成要素への引き渡しでもよい。なお
、出力部１５は、出力を行うデバイス（例えば、表示デバイスやプリンタなど）を含んで
もよく、または含まなくてもよい。また、出力部１５は、ハードウェアによって実現され
てもよく、または、それらのデバイスを駆動するドライバ等のソフトウェアによって実現
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されてもよい。本実施の形態では、出力部１５がスコアをサーバ（図示せず）に送信する
場合について主に説明する。また、出力部１５は、スコアと、受付部１３によって受け付
けられたユーザ識別子と、日時情報取得部１４によって取得された日時情報とを対応付け
て、そのサーバに送信してもよい。なお、そのサーバは、ユーザごとにスコアを管理して
いるサーバである。また、サーバは、２以上の衛生評価装置１から、同様の情報を受信し
てもよい。
【００３６】
　次に、衛生評価装置１の動作について図２のフローチャートを用いて説明する。
　（ステップＳ１０１）受付部１３は、ユーザ識別子を受け付けたかどうか判断する。そ
して、ユーザ識別子を受け付けた場合には、ステップＳ１０２に進み、そうでない場合に
は、ユーザ識別子を受け付けるまでステップＳ１０１の処理を繰り返す。
【００３７】
　（ステップＳ１０２）撮影画像取得部１１は、ステップＳ１０１で受け付けられたユー
ザ識別子で識別されるユーザの手の撮影画像を取得する。撮影画像取得部１１は、例えば
、そのユーザの両手の表裏に対応する複数の撮影画像を取得してもよい。
【００３８】
　（ステップＳ１０３）算出部１２は、ステップＳ１０２で取得された撮影画像を用いて
、手に付着している物質に関するスコアを算出する。ステップＳ１０２において、一人の
評価対象者に対応する複数の撮影画像が取得された場合には、その複数の撮影画像を用い
てスコアが算出されてもよい。
【００３９】
　（ステップＳ１０４）日時情報取得部１４は、その時点の日時を示す日時情報を、図示
しないカレンダー部や時計部から取得する。
【００４０】
　（ステップＳ１０５）出力部１５は、ステップＳ１０１で取得されたユーザ識別子と、
ステップＳ１０３で取得されたスコアと、ステップＳ１０４で取得された日時情報とを対
応付けてサーバに送信する。そして、ステップＳ１０１に戻る。
　なお、図２のフローチャートにおける処理の順序は一例であり、同様の結果を得られる
のであれば、各ステップの順序を変更してもよい。また、図２のフローチャートにおいて
、電源オフや処理終了の割り込みにより処理は終了する。
【００４１】
　次に、本実施の形態による衛生評価装置１の動作について、具体例を用いて説明する。
この具体例では、上記（１）のように、手洗いの評価を行う場合について説明する。この
具体例では、両手の７２個の各部位について、半分以上の面積に蛍光物質が残っている場
合には、スコアが１だけ加算されるものとする。したがって、スコアは０から７２のいず
れかの値となり、スコアが低いほど衛生状態がよい（すなわち、適切に手洗いをすること
ができている）ことになる。
【００４２】
　まず、ユーザ識別子「Ｕ００１」で識別されるユーザ（以下、「ユーザＵ００１」と呼
ぶこともある。他のユーザについても同様であるとする。）が、手洗い前に蛍光物質を含
むローションを、両手の表裏にまんべんなくすり込んだ後に、手洗いを行ったとする。そ
して、ユーザＵ００１は、衛生評価装置１を操作して、自らのユーザ識別子「Ｕ００１」
を入力する。すると、そのユーザ識別子は、受付部１３で受け付けられ、出力部１５に渡
される（ステップＳ１０１）。その後、ユーザＵ００１が両手の手の平側を撮影装置７の
撮影領域に差し出すと、撮影画像取得部１１はそのことを検知し、図４で示される撮影画
像を取得する。なお、その撮影領域には、ブラックライトである光源６からの紫外線が照
射されているものとする。図４の撮影画像において、各部位の境界を示す破線は、説明の
便宜のために追加したものであり、撮影画像には含まれていない。網掛けの領域１０１～
１０３は、蛍光領域である。その後、ユーザＵ００１が、同様にして両手の手の甲側を撮
影領域に差し出すと、それに応じて再度、撮影画像が取得される（ステップＳ１０２）。
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このようにして、ユーザＵ００１の両手の表裏の撮影画像が取得される。
【００４３】
　次に、算出部１２は、スコアを初期値である０に設定する。また、手の平側の図４の撮
影画像における部位Ａ３７，Ａ４７，Ａ４８，Ａ６６のそれぞれにおいて、面積の半分以
上に蛍光領域が存在するため、算出部１２は、スコアに４を加算する。なお、図４の撮影
画像における部位Ａ５７，Ａ６５等の一部には蛍光領域が存在するが、部位の面積の半分
以上ではないため、それらの部位については、スコアのカウントはなされないことになる
。また、手の甲側の撮影画像では、２個の部位において、面積の半分以上に蛍光領域が存
在したとする。すると、算出部１２は、スコアに２を加算し、その結果である合計のスコ
ア「６」を出力部１５に渡す（ステップＳ１０３）。
【００４４】
　ユーザ識別子と、スコアとを受け取ると、出力部１５は、日時情報を取得する旨の指示
を日時情報取得部１４に渡す。その指示を受け取ると、日時情報取得部１４は、図示しな
いカレンダー部及び時計部から、その時点の日時を示す日時情報を取得し、出力部１５に
渡す（ステップＳ１０４）。その日時情報によって示される日時は、２０１７年７月３日
９時１５分であったとする。その日時情報を受け取ると、出力部１５は、ユーザ識別子「
Ｕ００１」、スコア「６」、日時情報「２０１７年７月３日９：１５」を含むパケットを
、あらかじめ設定されているサーバのアドレスに送信する（ステップＳ１０５）。そのパ
ケットは、図示しないサーバで受信され、ユーザ識別子と、日時情報と、スコアとが対応
付けられて記録媒体に蓄積される。
【００４５】
　その後、他のユーザについても同様の処理が繰り返され、手洗い後のスコアがユーザ識
別子等と対応付けられてサーバに送信されることになる。また、７月４日以降においても
、ユーザＵ００１等の手洗い後のスコア等がサーバに送信されたとする。その結果、サー
バにおいて記憶されるユーザ識別子等は、図５で示されるようになったとする。その後、
ユーザＵ００１等は、情報処理装置等を操作してサーバにアクセスすることによって、各
ユーザのスコアの変化等を知ることができるようになる。例えば、そのサーバは、図５で
示されるスコア等に応じて、図６で示されるグラフを出力してもよい。その図６のグラフ
が出力されることによって、各ユーザの衛生状態の変化を把握することができる。例えば
、ユーザＵ００３については、他のユーザよりも高いスコアが継続しているため、もっと
丁寧に手洗いをするように指導することができる。
【００４６】
　以上のように、本実施の形態による衛生評価装置１によれば、評価対象者の手の撮影画
像を用いることによって、手の衛生状態に関するスコアを取得することができる。そのス
コアは、手に付着している物質に関するスコアであるため、間接的にではなく、直接的に
手の衛生状態を評価することができ、より正確な評価が可能になる。また、ユーザ識別子
と、スコアと、日時情報とをサーバに送信することによって、サーバにおいて、ユーザご
とのスコアを、日時ごとに管理することができるようになる。そのため、ユーザの手の衛
生状態を時系列で知ることができるようになり、手洗いや手の消毒が継続して不適切であ
るユーザを指導したり、手洗い等が継続して適切であるユーザを表彰したりすることがで
きる。また、複数のユーザの手の衛生状態を比較することによって、手の衛生状態の改善
にゲーム性を持たせることもできるようになり、各評価対象者は、他の評価対象者と競い
ながら手の衛生改善を行うことができるようになる。
【００４７】
　なお、本実施の形態では、出力部１５がスコアとユーザ識別子と日時情報とを対応付け
てサーバに送信する場合について主に説明したが、そうでなくてもよい。出力部１５は、
それらの情報を表示したり、蓄積したりするものであってもよい。
【００４８】
　また、本実施の形態では、衛生評価装置１が日時情報取得部１４を備えている場合につ
いて説明したが、衛生評価装置１は、日時情報取得部１４を備えていなくてもよい。その



(11) JP 6914526 B2 2021.8.4

10

20

30

40

50

場合には、出力部１５は、ユーザ識別子とスコアとを対応付けて出力するものであっても
よい。
【００４９】
　また、本実施の形態では、出力部１５が、受付部１３によって受け付けられたユーザ識
別子と、スコアとを対応付けて出力する場合について主に説明したが、そうでなくてもよ
い。出力部１５は、算出部１２によって算出されたスコアを表示したり、印刷したりする
ものであってもよい。その場合には、衛生評価装置１は、ユーザ識別子を受け付ける受付
部１３を備えていなくてもよい。
【００５０】
（実施の形態２）
　本発明の実施の形態２による衛生評価装置について、図面を参照しながら説明する。本
実施の形態による衛生評価装置は、ユーザごとのスコアについて統計処理を行うものであ
る。
【００５１】
　図７は、本実施の形態による衛生評価装置２の構成を示すブロック図である。本実施の
形態による衛生評価装置２は、撮影画像取得部１１と、算出部１２と、受付部１３と、出
力部１５と、記憶部２１と、統計処理部２２とを備える。なお、記憶部２１、及び統計処
理部２２以外の構成及び動作は、以下で明記する以外、実施の形態１と同様であり、その
詳細な説明を省略する。また、受付部１３によって受け付けられたユーザ識別子と、算出
部１２によって算出された、そのユーザ識別子で識別されるユーザのスコアとは、対応付
けられて記憶部２１に蓄積されるものとする。出力部１５は、統計処理の結果をも出力す
る。
【００５２】
　記憶部２１では、上記のように、ユーザごとに、ユーザ識別子とスコアとが対応付けら
れて記憶されるものとする。記憶部２１での記憶は、ＲＡＭ等における一時的な記憶でも
よく、または、長期的な記憶でもよい。記憶部２１は、所定の記録媒体（例えば、半導体
メモリや磁気ディスクなど）によって実現されうる。
【００５３】
　統計処理部２２は、受付部１３が受け付けた複数のユーザ識別子によって識別される複
数のユーザにそれぞれ対応するスコアについて統計処理を行う。具体的には、統計処理部
２２は、記憶部２１から複数のユーザにそれぞれ対応する複数のスコアを読み出し、その
読み出した複数のスコアに対して統計処理を行ってもよい。その統計処理は、例えば、代
表値の取得であってもよく、データの分布に関する値の算出であってもよく、その他の統
計処理であってもよい。代表値は、例えば、平均値や中央値であってもよい。また、デー
タの分布に関する値は、例えば、分散や、標準偏差であってもよい。統計処理部２２は、
例えば、各ユーザの最新のスコアを用いて、統計処理を行ってもよい。また、統計処理の
対象となるスコアは、例えば、所定の期間内（例えば、直近の１週間以内など）のもので
あってもよい。その場合には、衛生評価装置２は、日時情報取得部１４をも有していても
よい。そして、記憶部２１において、日時情報取得部１４によって取得された日時情報に
対応付けてスコアが記憶されていてもよい。その統計処理の結果である平均値等も、出力
部１５によって出力される。なお、その統計処理の結果は、算出部１２によって算出され
たスコアと一緒に出力されてもよく、別々に出力されてもよい。
【００５４】
　次に、衛生評価装置２の動作について図８のフローチャートを用いて説明する。なお、
図８のフローチャートにおいて、ステップＳ１０１～Ｓ１０３の処理は、図２のフローチ
ャートと同様であり、その説明を省略する。また、ステップＳ１０１において、受付部１
３は、受け付けたユーザ識別子が記憶部２１で記憶されていない場合には、そのユーザ識
別子を記憶部２１に蓄積するものとする。
【００５５】
　（ステップＳ２０１）算出部１２は、ステップＳ１０３で算出したスコアを、ステップ
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Ｓ１０１で受け付けられたユーザ識別子に対応付けて記憶部２１に蓄積する。ステップＳ
１０１で受け付けられたユーザ識別子は、それまでに記憶部２１で記憶されているため、
算出部１２は、そのユーザ識別子との対応が分かるように、算出したスコアを記憶部２１
に蓄積するものとする。なお、そのユーザ識別子に対応するスコアが以前にも蓄積されて
いる場合には、算出部１２は、新たなスコアを上書きで蓄積してもよく、または、それま
でのスコアとは別に、蓄積してもよい。後者の場合であっても、最後に蓄積されたスコア
を特定できるように蓄積されることが好適である。
【００５６】
　（ステップＳ２０２）統計処理部２２は、記憶部２１で記憶されているユーザ識別子ご
とのスコアを用いて、統計処理を行う。その統計処理は、各ユーザ識別子に対応する最新
のスコア、すなわち最後に蓄積されたスコアを用いて行われることが好適である。その統
計処理の結果も、記憶部２１で記憶されてもよい。
【００５７】
　（ステップＳ２０３）出力部１５は、算出部１２によって算出されたスコアと、統計処
理部２２による統計処理の結果とを出力する。そして、ステップＳ１０１に戻る。なお、
その出力は、例えば、ユーザに対する表示等であってもよい。
　なお、図８のフローチャートにおける処理の順序は一例であり、同様の結果を得られる
のであれば、各ステップの順序を変更してもよい。また、図８のフローチャートにおいて
、電源オフや処理終了の割り込みにより処理は終了する。
【００５８】
　以上のように、本実施の形態による衛生評価装置２によれば、ユーザは、統計処理の結
果をも知ることができるようになる。例えば、統計処理が平均値の算出である場合には、
ユーザは、平均値と自分のスコアとを知ることができ、手洗いの状態や消毒の状態が平均
よりもよいかどうかを知ることができるようになる。その結果、手の衛生状態を改善する
ためのきっかけをユーザに与えることができるようになる。
【００５９】
（実施の形態３）
　本発明の実施の形態３による衛生評価撮影システムについて、図面を参照しながら説明
する。本実施の形態による衛生評価撮影システムは、衛生評価装置と、その衛生評価装置
を装着可能な撮影用架台とを有するものである。
【００６０】
　図９は、本実施の形態による撮影用架台３の斜視図であり、図１０は、撮影用架台３の
正面図であり、図１１は、撮影用架台３の上面図である。図１２は、本実施の形態による
衛生評価撮影システム５の斜視図である。
【００６１】
　本実施の形態による衛生評価撮影システム５は、撮影用架台３と、衛生評価装置４とを
備える。撮影用架台３は、衛生評価装置４が着脱可能に装着されるものであり、架台３１
と、架台３１に設けられた光源３２とを備える。本実施の形態による衛生評価装置４は、
携帯可能な携帯情報端末である。携帯情報端末は、例えば、スマートフォンや、タブレッ
ト端末、ＰＤＡ（Personal Digital Assistant）等であってもよい。なお、衛生評価装置
４の構成及び動作は、実施の形態１，２による衛生評価装置１，２と同様であり、その詳
細な説明を省略する。衛生評価装置４の撮影画像取得部１１は、画像を撮影するものであ
るとする。したがって、衛生評価装置４である携帯情報端末は、撮影機能を有しているも
のとする。
【００６２】
　架台３１は、衛生評価装置４が装着される台部３１ａと、台部３１ａに取り付けられた
脚部３１ｂとを備える。台部３１ａには、開口３１ｃが設けられており、その開口３１ｃ
に携帯情報端末である衛生評価装置４を着脱可能に装着できるようになっている。本実施
の形態では、台部３１ａの上面側の開口３１ｃの面積よりも、下面側の開口３１ｃの面積
の方が小さくなっており、台部３１ａの上面における開口３１ｃの面積は、衛生評価装置
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４の面方向の面積よりも大きく、台部３１ａの下面における開口３１ｃの面積は、衛生評
価装置４の面方向の面積よりも小さいものとする。そのため、図１２で示されるように、
開口３１ｃに上方から衛生評価装置４を載置することによって、台部３１ａに衛生評価装
置４を装着することができる。なお、それ以外の方法によって、衛生評価装置４が台部３
１ａに装着されてもよいことは言うまでもない。
【００６３】
　図１０で示されるように、２個の脚部３１ｂは、それぞれヒンジ３１ｄによって台部３
１ａに対して折りたたみ可能に取り付けられている。したがって、架台３１を持ち運んだ
り、収納したりする場合には、脚部３１ｂを折りたたむことによって、携帯性や収納性を
高めることができる。なお、脚部３１ｂの個数は問わない。脚部３１ｂは、１個であって
もよく、３個以上であってもよい。
【００６４】
　また、台部３１ａと、脚部３１ｂとによって形成される手の撮影空間４０は、撮影画像
取得部１１が両手を同時に撮影できる大きさであってもよい。そのため、例えば、図１０
において、２個の脚部３１ｂの幅Ｗは、両手の幅よりも大きい長さ、例えば、３０ｃｍ以
上や４０ｃｍ以上などであってもよい。
【００６５】
　図１１で示されるように、台部３１ａの下面側における開口３１ｃの両側に、光源３２
が列状に設けられている。その光源３２は、撮影空間４０を照射するように設けられてお
り、例えば、ブラックライトや紫外線ＬＥＤであってもよく、その他の波長の光を出射す
る光源であってよい。衛生評価装置４の撮影画像取得部１１は、光源３２からの光が照射
された手の画像を撮影することによって撮影画像を取得するものとする。
【００６６】
　次に、本実施の形態による衛生評価撮影システム５を用いて衛生状態を評価する具体的
な方法について簡単に説明する。
　まず、ユーザは、図１２で示されるように、台部３１ａの開口３１ｃにスマートフォン
である衛生評価装置４を装着し、光源３２を点灯する。その後、実施の形態１の具体例と
同様に、蛍光物質を含むローションを手にすり込んだ後に手を洗い、その手洗い後の両手
を撮影空間４０に差し入れる。衛生評価装置４の撮影画像取得部１１は、手の形状を検知
すると、それに応じて撮影を行い、撮影画像を取得する。その後、ユーザが手の表裏を変
更してから、撮影空間４０にもう一度両手を差し入れると、それに応じて再度、撮影が行
われ、撮影画像が取得される。その後のスコアの取得や、スコア等の出力の処理は、実施
の形態１，２と同様であり、その詳細な説明を省略する。スコア等は、例えば、衛生評価
装置４のタッチパネルに表示されてもよく、または、衛生評価装置４からサーバに送信さ
れてもよい。
【００６７】
　以上のように、本実施の形態による衛生評価撮影システム５によれば、撮影用架台３と
、スマートフォンなどである衛生評価装置４とによって、簡単に衛生評価を行うことがで
きるようになる。特に、ユーザが所有しているスマートフォン等を用いて衛生評価を行う
ことができるため、衛生評価を行うための敷居を下げることができ、より多くのユーザの
手の衛生状態を改善することができるようになると考えられる。
【００６８】
　なお、本実施の形態では、脚部３１ｂが折りたたみ可能である場合について説明したが
、そうでなくてもよい。架台３１に携帯性の高さや収納性の高さが要求されない場合には
、脚部３１ｂは折りたためないもの、すなわち台部３１ａに固定されたものであってもよ
い。
【００６９】
　また、本実施の形態では、撮影空間４０において両手を同時に撮影できる場合について
説明したが、そうでなくてもよい。例えば、架台３１をより小さいものとしたい場合など
には、撮影空間４０は、片手しか差し入れることのできない大きさであってもよい。
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【００７０】
　また、本実施の形態において、衛生評価装置４と、光源３２とを連動させ、手の撮影を
行う際にのみ光源３２が点灯されるように制御してもよい。その場合には、例えば、衛生
評価装置４と光源３２とは、有線または無線（例えば、Ｗｉ－ＦｉやＢｌｕｅｔｏｏｔｈ
（登録商標）など）によって接続されており、撮影画像取得部１１による撮影画像を取得
する際にのみ、衛生評価装置４から光源３２に、点灯の指示が送信されてもよい。また、
光源３２は、その点灯の指示に応じて、手の撮影が行われる際にのみ点灯してもよい。
【００７１】
　また、上記各実施の形態において、撮影画像取得部１１は、光源６，３２から光が出射
されている場合にのみ撮影画像を取得するものであってもよい。撮影画像取得部１１は、
例えば、撮影領域における明るさの検知や、所定の波長の光の検知などによって光源６，
３２が点灯しているかどうかを判断し、点灯していると判断した場合にのみ、撮影画像を
取得してもよい。
【００７２】
　また、上記実施の形態１，２では、衛生評価装置１，２がスタンドアロンである場合に
ついて説明したが、衛生評価装置１，２は、スタンドアロンの装置であってもよく、サー
バ・クライアントシステムにおけるサーバ装置であってもよい。後者の場合には、撮影画
像取得部や受付部、出力部は、通信回線を介して撮影画像を取得したり、情報を受け付け
たり、情報を出力したりしてもよい。
【００７３】
　また、上記各実施の形態において、各処理または各機能は、単一の装置または単一のシ
ステムによって集中処理されることによって実現されてもよく、または、複数の装置また
は複数のシステムによって分散処理されることによって実現されてもよい。
【００７４】
　また、上記各実施の形態において、各構成要素間で行われる情報の受け渡しは、例えば
、その情報の受け渡しを行う２個の構成要素が物理的に異なるものである場合には、一方
の構成要素による情報の出力と、他方の構成要素による情報の受け付けとによって行われ
てもよく、または、その情報の受け渡しを行う２個の構成要素が物理的に同じものである
場合には、一方の構成要素に対応する処理のフェーズから、他方の構成要素に対応する処
理のフェーズに移ることによって行われてもよい。
【００７５】
　また、上記各実施の形態において、各構成要素が実行する処理に関係する情報、例えば
、各構成要素が受け付けたり、取得したり、選択したり、生成したり、送信したり、受信
したりした情報や、各構成要素が処理で用いる閾値や数式、アドレス等の情報等は、上記
説明で明記していなくても、図示しない記録媒体において、一時的に、または長期にわた
って保持されていてもよい。また、その図示しない記録媒体への情報の蓄積を、各構成要
素、または、図示しない蓄積部が行ってもよい。また、その図示しない記録媒体からの情
報の読み出しを、各構成要素、または、図示しない読み出し部が行ってもよい。
【００７６】
　また、上記各実施の形態において、各構成要素等で用いられる情報、例えば、各構成要
素が処理で用いる閾値やアドレス、各種の設定値等の情報がユーザによって変更されても
よい場合には、上記説明で明記していなくても、ユーザが適宜、それらの情報を変更でき
るようにしてもよく、または、そうでなくてもよい。それらの情報をユーザが変更可能な
場合には、その変更は、例えば、ユーザからの変更指示を受け付ける図示しない受付部と
、その変更指示に応じて情報を変更する図示しない変更部とによって実現されてもよい。
その図示しない受付部による変更指示の受け付けは、例えば、入力デバイスからの受け付
けでもよく、通信回線を介して送信された情報の受信でもよく、所定の記録媒体から読み
出された情報の受け付けでもよい。
【００７７】
　また、上記各実施の形態において、衛生評価装置１，２，４に含まれる２以上の構成要
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素が通信デバイスや入力デバイス等を有する場合に、２以上の構成要素が物理的に単一の
デバイスを有してもよく、または、別々のデバイスを有してもよい。
【００７８】
　また、上記各実施の形態において、各構成要素は専用のハードウェアにより構成されて
もよく、または、ソフトウェアにより実現可能な構成要素については、プログラムを実行
することによって実現されてもよい。例えば、ハードディスクや半導体メモリ等の記録媒
体に記録されたソフトウェア・プログラムをＣＰＵ等のプログラム実行部が読み出して実
行することによって、各構成要素が実現されうる。その実行時に、プログラム実行部は、
記憶部や記録媒体にアクセスしながらプログラムを実行してもよい。なお、上記各実施の
形態における衛生評価装置１，２，４を実現するソフトウェアは、以下のようなプログラ
ムである。つまり、このプログラムは、コンピュータを、手の撮影画像を取得する撮影画
像取得部、撮影画像を用いて、手に付着している物質に関するスコアを算出する算出部、
算出部によって算出されたスコアを出力する出力部として機能させるためのプログラムで
あってもよい。
【００７９】
　なお、上記プログラムにおいて、上記プログラムが実現する機能には、ハードウェアで
しか実現できない機能は含まれない。例えば、情報を取得する取得部や、情報を出力する
出力部などにおけるモデムやインターフェースカードなどのハードウェアでしか実現でき
ない機能は、上記プログラムが実現する機能には少なくとも含まれない。
【００８０】
　また、このプログラムは、サーバなどからダウンロードされることによって実行されて
もよく、所定の記録媒体（例えば、ＣＤ－ＲＯＭなどの光ディスクや磁気ディスク、半導
体メモリなど）に記録されたプログラムが読み出されることによって実行されてもよい。
また、このプログラムは、プログラムプロダクトを構成するプログラムとして用いられて
もよい。
【００８１】
　また、このプログラムを実行するコンピュータは、単数であってもよく、複数であって
もよい。すなわち、集中処理を行ってもよく、または分散処理を行ってもよい。
【００８２】
　図１３は、上記プログラムを実行して、上記各実施の形態による衛生評価装置１，２，
４を実現するコンピュータシステム９００の一例を示す図である。上記各実施の形態は、
コンピュータハードウェア及びその上で実行されるコンピュータプログラムによって実現
されうる。
【００８３】
　図１３において、コンピュータシステム９００は、ＭＰＵ（Ｍｉｃｒｏ　Ｐｒｏｃｅｓ
ｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）９１１と、ブートアッププログラム等のプログラムや、アプリケー
ションプログラム、システムプログラム、及びデータが記憶されるフラッシュメモリ等の
ＲＯＭ９１２と、ＭＰＵ９１１に接続され、アプリケーションプログラムの命令を一時的
に記憶すると共に、一時記憶空間を提供するＲＡＭ９１３と、タッチパネル９１４と、無
線通信モジュール９１５と、ＭＰＵ９１１、ＲＯＭ９１２等を相互に接続するバス９１６
とを備える。なお、無線通信モジュール９１５に代えて、有線通信モジュールを備えてい
てもよい。また、タッチパネル９１４に代えて、ディスプレイと、マウスやキーボード等
の入力デバイスとを備えていてもよい。
【００８４】
　コンピュータシステム９００に、上記各実施の形態による衛生評価装置１，２，４の機
能を実行させるプログラムは、無線通信モジュール９１５を介してＲＯＭ９１２に記憶さ
れてもよい。プログラムは実行の際にＲＡＭ９１３にロードされる。なお、プログラムは
、ネットワークから直接、ロードされてもよい。
【００８５】
　プログラムは、コンピュータシステム９００に、上記各実施の形態による衛生評価装置
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１，２，４の機能を実行させるオペレーティングシステム（ＯＳ）、またはサードパーテ
ィプログラム等を必ずしも含んでいなくてもよい。プログラムは、制御された態様で適切
な機能やモジュールを呼び出し、所望の結果が得られるようにする命令の部分のみを含ん
でいてもよい。コンピュータシステム９００がどのように動作するのかについては周知で
あり、詳細な説明は省略する。
【００８６】
　また、本発明は、以上の実施の形態に限定されることなく、種々の変更が可能であり、
それらも本発明の範囲内に包含されるものであることは言うまでもない。
【産業上の利用可能性】
【００８７】
　以上より、本発明による衛生評価装置等によれば、手の衛生状態を高い精度で評価でき
るという効果が得られ、例えば、医療従事者の訓練や、感染予防のために用いる手の衛生
状態の評価装置等として有用である。
【符号の説明】
【００８８】
　１、２、４　衛生評価装置
　６、３２　光源
　３　撮影用架台
　５　衛生評価撮影システム
　７　撮影装置
　１１　撮影画像取得部
　１２　算出部
　１３　受付部
　１４　日時情報取得部
　１５　出力部
　２２　統計処理部
　３１　架台
　３１ａ　台部
　３１ｂ　脚部
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